
テーマ：日本で働く、日本で採用する
～新在留資格「特定技能」創設後の外国人材活用戦略とは～

第4弾
アジア・ビジネスを考える

中小企業経営者向けセミナー＆交流会

入管法の改正で新たに「特定技能１号、特定技能２号」の在留資格(ビザ)
が新設され、多くの外国人労働者が日本にやってくることになりました。こ
れまでの「技能実習」と何が違うのか、何がＯＫで、何がＮＧなのか、分か
らないことばかりです。そこで、外国人材活用に詳しい専門家及び実践して
いる経営者が、企業経営者の皆さんが知りたい情報をお届けすることにしま
した。ふるってご参加ください。

◎ 日 時 2019年7月12日(金)16：00～19：15 ※ 受付開始15：30

◎ 会 場 KCCIホール（川崎フロンティアビル２階）【案内図裏面】

◎ 定 員 80名（中小企業経営者優先）【申込書裏面】

◎ 参加費 セミナー：無料 交流会：3,000円/名

【第１部】セミナーの部 【16：00～18：00】
１．外国人材活用で必要な在留資格（ビザ）の基礎知識

～新しい「特定技能」ビザは、御社にとってベストな選択肢？～
・行政書士かさまゆみこ事務所 代表 笠間 由美子

２．ベトナム人技能実習生受入れの具体的な事例紹介
・㈱リード技研 代表取締役 小川 登

３．高度外国人材の活用の最近の動向について〜ベトナムでの事例を中心に〜
・一般社団法人外国人材支援機構 理事長 藤島 安之氏

４．トークセッション： テーマ「外国人労働者との付き合い方」
・モデレーター：毎日新聞社 野島 康祐氏
・パネリスト： 弁護士：小林 葉月氏、行政書士：笠間 由美子

㈱リード技研 代表取締役：小川 登
㈱MANTAN 代表取締役：荒井 健治氏
COPRONA㈱ 代表取締役：ダオ ユイ アン

【第２部】交流会の部 【18：00～19：15】

主 催 COPRONA㈱、㈱リード技研、行政書士かさまゆみこ事務所

共 催 川崎商工会議所、一般社団法人外国人材支援機構（HuReDee）

後 援 国際機関日本アセアンセンター、 JETRO横浜、川崎市、

一般社団法人川崎市産業振興財団、NPO法人神奈川中小企業活性化センター、

神奈川産業振興センター（KIP）、毎日新聞川崎支局

協 力 川崎商工会議所外国人雇用支援研究会、 ㈱MANTAN、㈱数寄社

（予定含む）



COPRONA株式会社
E-mail: an@coprona.com （担当：アン）
Fax: 044-589-2770
Tel: 044-201-9939   

★申込受付窓口

★申込フォーム： □ 交流会参加する □ 交流会参加しない

下記のフォームに記入してFAXするか、その内容をEメールで送るかで申し込んで下さい。
受付窓口からの確定メールを以て申込完了となりますので、予めご了承下さい。

ご芳名 ご所属 ご役職 E-mail

申込〆切：7月5日（金）

～こういう経営者にお勧めしたい～
◎周りから外国人労働者採用の話をよく耳にするけれど、どこ

から行動すれば良いか分からない！
◎実際に外国人労働者を採用している企業の様子を見て参考に

したい！
◎既に外国人労働者を採用しているが、付き合い方はイマイチ！
◎技能実習生の受け入れをしているけれど、4月から運用開始

された新しい在留資格＝「特定技能」は活かせるのか、話を
一度聞いてみたい！

◎うちは海外との取引を始めたいけれど、社内に適当な人材が
いない！

2019年


